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亀山市教育委員会７月定例会会議録  

 

１． 日 時  

平成２４年７月２３日（月）午後１時３０分開会 

 

 

２．場 所 

     亀山市役所 本庁舎３階 大会議室 

 

 

３．出席委員 

１番委員   村 山 竹 則 

   ２番委員   宮 﨑 洋 子 

３番委員   伊 藤 ふじ子 

    ４番委員   肥 田 岩 男 

５番委員   岡 田  香 

 

 

４． 欠席委員     

なし 

 

 

５．議事参与者 

教育次長                            上 田 寿 男 

総括(兼)教育総務室長（以下総務室長という。）    上 田   稔 

学校教育室副室長（以下学校副室長という。）  服 部 鋼 一 

教育研究室長（以下研究室長という。）     若 林 喜美代 

生涯学習室長（以下生涯室長という。）     伊 藤 早 苗 

図書館長                   鳴 川 隆 久  

歴史博物館長（以下歴博館長という。）     亀 山   隆 

まちなみ文化財室長（以下まち室長という。）  嶋 村 明 彦 
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教育総務室主幹（書記）            村 山 成 俊 

 

 

６．開会 

  開会にあたり、教育次長より学校教育室長の代理として学校副室長が出席す

ることについて承認を求め、委員長の承認を得る。 

 

 

７．会議録署名者指名 

  １番委員（ 村 山 竹 則 委員 ） 

 

 

８．前回会議録の承認（６月定例会） 

承認 

 

 

９．教育長報告 

教育長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長報告の主なものを「平成２４年６月定例会教育長報告」

に基づき報告。 

・６月２９日、市議会閉会の日に追加議案として、井田川小学校

教室等増築工事の白川建設株式会社との工事請負契約の締結を

上程し、可決された。 

・６月３０日、市長が実行委員長となり上映した震災前の石巻を

ロケ地とした映画の上映会に出席した。売り上げの一部は、東

日本大震災復興への義援金として寄附された。 

・７月２日、早朝より行われた社会を明るくする運動の街頭啓発

に参加した。こちらからおはようございますと挨拶すると、挨

拶される方も見えたが、無言の方も見受けられた。 

・７月３日、市文化会館アウトリーチ活動（１回目・全５回）に

出席した。合唱指導の武田先生より加太小学校及び亀山南小学

校の児童が指導を受けた。両小学校とも８月３日に開催される
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委員長 

委員長 

教育長 

 

研究室長 

 

宮﨑委員 

教育長 

 

 

村山委員 

 

委員長 

 

村山委員 

 

教育長 

 

ＮＨＫ全国学校コンクール県大会に出場予定である。 

・７月１５日、関中学校で、地域交流を目的とし、関中学校、亀

山高校、一般市民の吹奏楽部によるコンサートが、一般市民に

も開放して行われた。多くの参加者があり盛況であった。 

・７月１９日、舟屋で有名な伊根町の教育委員会の関中学校視察

の応対をした。中学校２校の統合に向けての視察とのことで、

非常に参考になったとのことであった。 

・７月２０日、終業式の日に、いじめについての文書を保護者宛

に配布した。 

・７月２１日、中部中学校で、中体連の剣道の試合を視察した。

ソフトボールは、雨天のため翌日開催となり、東野公園を視察

した。 

 教育長報告について、質問を求める。 

中体連の結果はどうであったか。 

野球が雨のため、延期となっている。中間結果を研究室長より

説明させる。 

 （中間結果を報告、最終結果は、８月定例委員会で報告するこ

ととする。） 

 試合会場の駐車場は、不足していなかったか。 

 駐車場の問題は、文化部の所管であるので協議が必要で、課題

となっている。東野公園については、体育館の利用者とも重なっ

たようである。 

 東野公園では、路上駐車がひどく、亀山警察より駐車違反の注

意があったようである。苦情は来ていないか。 

 議会でも質問がでており、なおさら積極的に対応しなければな

らないのではないか。 

 中体連の試合は、ガードマンの配置を考えなければならないほ

どの状況であった。 

 断言はできないが、改善の方向で努力しなければならないと考

えている。 

  （他に質問等なく、教育長報告を終わる） 
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１０．議事 

委員長 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

教育次長 

 

 

 

 

議案第２０号｢亀山市立川崎小学校校舎改築基本計画検討委員

会要綱の制定について｣及び議案第２１号｢亀山市立川崎小学校校

舎改築基本計画策定検討幹事会規程の制定について｣を上程し、

事務局の説明を求める。 

議案第２０号｢亀山市立川崎小学校校舎改築基本計画検討委員

会要綱の制定について｣、亀山市立川崎小学校の校舎の改築にあ

たり、学識経験者や地域、保護者等の意見を聞くため、亀山市立

川崎小学校校舎改築基本計画検討委員会要綱を制定するについ

て、委員会の議決を求める。 

議案第２１号｢亀山市立川崎小学校校舎改築基本計画策定検討

幹事会規程の制定について｣、亀山市立川崎小学校の校舎の改築

について、基本計画を策定するため、亀山市立川崎小学校校舎改

築基本計画策定検討幹事会規程を制定するについて、委員会の議

決を求める。 

今年度から、亀山市立川崎小学校校舎改築基本計画の策定にあ

たり、市の内部の組織（副市長、教育長、市の幹部で構成）で原

案を作成し、外部の委員会（地元の代表、学識経験者等で構成）

に意見を聞くため、要綱と規程を整備するものである。 

（詳細について総務室長説明） 

 

議案第２０号について、質問を求める。 

（特に質問もなく、議案第２０号は可決される。） 

 

議案第２１号について、質問を求める。 

（特に質問もなく、議案第２１号は可決される。） 

 

議案第２２号｢亀山市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

の委嘱について｣を上程し、事務局の説明を求める。 

議案第２２号亀山市伝統的建造物群保存審議会委員について、

亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例第１３条第２頄の規定に

基づき、別紙名簿２名の者を平成２４年８月１日付けで委嘱する

について、委員会の議決を求める。 

 なお、委員の任期は、亀山市伝統的建造物群保存地区保存条
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委員長 

宮﨑委員 

 

 

 

委員長 

 

教育次長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

研究室長 

 

例第１４条の規定に基づき、現委員の残任期間である平成２５年

３月３１日までとする。 

（詳細についてまち室長説明） 

 

議案第２２号について、質問を求める。 

関宿に関係のある委員もいるが、どのような経歴か。 

（委員の経歴について、まち室長説明） 

（他に質問もなく、議案第２２号は可決される。） 

 

議案第２３号「亀山市教育委員会の市職員の人事異動に伴う職

員の任免について」を上程し、事務局の説明を求める。 

議案第２３号「亀山市教育委員会の市職員の人事異動に伴う職

員の任免について」、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２３条の規定に基づき、議決を求める。 

議案第２３号は、人事に関する事件のため、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１３条第６頄ただし書に基づき、非公

開に当たるので各委員に諮る。非公開としてよいか。 

（全委員異議なし） 

 

議案第２３号「亀山市教育委員会の市職員の人事異動に伴う職

員の任免について」は非公開とする。関係職員以外は退室を願

う。 

（関係職員以外退室、傍聴人退室） 

《非公開》 

 

（議案第２３号「亀山市教育委員会の市職員の人事異動に伴う

職員の任免について」は可決される。） 

 

（退室した職員、傍聴人入室） 

 

報告第６号、専決処分した事件の承認について、事務局の説明

を求める。 

亀山市教育委員会事務委任規則第３条第１頄の規定により、別

紙のとおり「亀山市立加太小学校学校運営協議会委員の委嘱につ
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委員長 

 

いて」専決処分したので、同条第２頄の規定に基づき、委員会に

報告し承認を求める。 

（詳細について研究室長説明） 

 

報告第６号について、質問を求める。 

（特に質問もなく、報告第６号は承認される。） 

 

 

１１．協議事頄 

委員長 

 

 

委員長 

宮﨑委員 

総務室長 

委員長 

 

総務室長 

教育長 

宮﨑委員 

総務室長 

 

宮﨑委員 

総務室長 

 

平成２４年度教育要覧について、説明を求める。 

《平成２４年度教育要覧の概要について、総務室長より説明を

行う。資料については、別冊として後日配布》 

教育要覧について、意見を求める。 

２７ページの地図を山間部と平野で色分けできないか。 

ご意見を受け、調整したい。 

体裁、数字の誤りがないかよく確認されたい。また、要覧発刊

の時期はもう尐し早くされたい。 

体裁等については、もう一度見直したい。 

例年は５月であるが、大幅に改正を行ったため、遅れている。 

教育要覧の配布先はどこか。 

ホームページには掲載するが、配布予定はない。視察、来庁者

等に配布予定である。各市町も１市を除き送付してこない。 

市民の利用がある図書館等には、置かないのか。 

特に置いていないが、図書館等に置くようにする。 

（他に質問もなく、教育要覧について、協議を終わる。） 

 

 

１２．報告事頄 

委員長 

 

 

 

委員長 

工事及び委託事業の発注状況について、説明を求める。 

（総務室長、図書館長及びまち室長より工事及び委託事業の発

注状況を報告する。教育次長より空調機の工事の国庫補助に

ついて補足説明する。） 

工事及び委託事業の発注状況について、意見を求める。 
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委員長 

 

総務室長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

村山委員 

学校副室長 

 

村山委員 

生涯室長 

教育次長 

村山委員 

 

 

生涯室長 

 

東幼稚園進入路等整備工事の２００万円弱の差額負担はどこが

するのか。 

東幼稚園進入路等整備工事に付随して、市道排水整備、県道と

市道との接点についての工事を実施する予定で、まちづくり整備

室が費用負担する。 

（その他に意見もなく、工事及び委託事業の発注状況につい

て、報告を終わる。） 

 

教育委員会行事報告及び予定表について、説明を求める。 

（総務室長、学校室長、研究室長、生涯室長、図書館長、まち

室長、歴博館長より教育委員会行事報告及び予定表について

報告する。） 

教育委員会行事報告及び予定表について、意見を求める。 

サマースクールは、どれくらいの参加者を予定しているのか。 

各校において、参加希望をとるとともに、保護者懇談会におい

ても、参加を促している。具体的人数は把握していない。 

毎年出席している市民会議サマーキャンプの資料はないか。 

７月２６日の運営会議後に内容が決定する。 

内容が決まり次第、資料を送付させていただく。 

市子連のソフトボール大会、キックベースボール大会は、駐車

場の問題があるので、参加者に乗り合わせて来てもらうよう配慮

されたい。 

検討する。 

（他に意見もなく、教育委員会行事報告及び予定表について、

報告を終わる。） 

 

 

１３．その他 

委員長    

学校副室長 

 

 

 

委員長 

その他の頄で、何かあるか。 

 （「平成２４年度通学路の安全点検とりまとめ一覧表」につい

て報告。去る５月の連続して発生した通学途中の事故後、文

科省より通学路の点検依頼があり、これを受け、取りまとめ

た結果。） 

「平成２４年度通学路の安全点検とりまとめ一覧表」について



8 

 

委員長 

生涯室長 

 

 

村山委員 

 

 

教育次長 

 

 

村山委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

学校副室長 

 

 

 

学校副室長 

 

 

教育次長 

 

 

 

質問を求める。 

ＰＴＡの要望は、各校とも３件で納まっているが。 

精査をして３件に絞って、要望を上げていただいている。３件

では厳しいとのご意見も頂いているので、来年度については、検

討したい。 

 ３つまでに押さえよというのは、無理がある。私がＰＴＡの役

員をしていた頃は、出来るものから継続として上げよと言われて

いた。 

 各校の要望を見て、必要かどうか現場も確認し、精査して副申

をするよう指示している。今まで要望の３割は関係部署において

対応している。相手方の要望項位も勘案して検討いたしたい。 

 横断歩道、安全灯は自治会で要望していただいている。無理な

要望もあるのはわかっているが、今までは現場も見ていただいて

なかったが、現場を見ていただけるのはありがたいことである。 

 通学路での交通事故が多発、ＰＴＡからの要望と時期的に重な

った。文科省からの指示も重なって新規要望も上がってきた。通

学安全灯については、一部は状況も変わっているとは思うが、過

去に調査して全部上げてもらっているという経緯がある。 

 限られた予算の中で、すべて改善されるとは限らない。現地調

査をして、厳しい目で見ていきたい。「自分の身は自分で守ると

いう子どもたちの意識」も併せて身につけるよう日常の指導もい

たしたい。 

 県を経由して国へ報告するのか。 

 危険箇所の合同点検の結果をまとめて報告する。 

（他に意見もなく、「平成２４年度通学路の安全点検とりまとめ

一覧表」について、報告を終わる。） 

 

 （「スクールゾーン表示箇所一覧表[第１報]」について報告。

スクールゾーンの要綱制定を受けて、学校を通じてＰＴＡの

協力を得ながら、調査を行った結果。） 

 今回のとりまとめで、スクールゾーンの表示はあるが、スクー

ルゾーンの範囲が、不明確であることが判明した。警察や関係機

関と協議する必要があるので、尐し時間をかけ整理させていただ

きたいということで、第１報とさせていただいた。 
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委員長 

 

 

 

委員長 

研究室長 

 

 

委員長 

 

村山委員 

研究室長 

宮﨑委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村山委員 

委員長 

「スクールゾーン表示箇所一覧表[第１報]」について質問を求

める。 

（他に意見もなく、「スクールゾーン表示箇所一覧表[第１報]」

について、報告を終わる。） 

他に、何かあるか。 

 （いじめ防止及びいじめ発生に備えた学校体制の整備等につい

て、各学校長及び保護者に通知したこと及び市内いじめ事案

状況について報告。） 

「各学校長及び保護者への通知、いじめ事案等」について質問

を求める 

学校から教育委員会へ報告があった事案のみか。 

 学校から教育委員会へ報告があった事案のみである。 

 国のアンケート、知事発言などあったが、アンケートで対策を

取っていくのではなく、１人の命の大切さを教える教育を学校、

家庭で行うべきである。保護者が不安になっているので、市とし

て、どのようにとらえて、どのような方向でいじめを無くすかを

じっくり考えていかなければならないと考える。学校と教育委員

会とのコミュニケーションも心配するところである。 

 大津市教育委員会の件に関わらず、以前から様々な教育を進め

ている。短期的には、７月２０日には保護者に通知したとおり、

家庭に協力を依頼、８月の校長会で、さらなる確認等を行う。ま

た、長期的には、家庭の教育力を高めるさまざま施策を生涯学習

室で、アンケート等を教育研究室で行い、短期的なこととを織り

交ぜながら対応して行く。文科省が推奨する「早寝早起き朝ごは

ん」のように、生活習慣を身につけることで、精神的にも強いも

のが生まれてくるので、そのようなことも推進していきたい。 

 また、教育委員会でもいじめの状況は把握して、共通理解を共

有している。他の事案もその都度、学校から上がってきている。 

 大津市教育委員会の件が発生した時に、懸念したことは、真実

でない、いろいろなうわさが飛び交うことである。過去に起こっ

たことを、さも今起こっているように言われる方もいるので、こ

れについては、別途対応が必要と考える。 

 状況を見た判断で、協議会等を開催されたい。 

 協議会を開催していただきたいと思う。 
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委員長 

総務室長 

 （他に意見もなく、いじめ防止及びいじめ発生に備えた学校体

制の整備等についての報告を終わる。） 

次回委員会の日程について、調整されているようだが。 

  （次回日程について提案する。） 

 ８月定例委員会を８月２０日（月）午後１時から、開催するこ

とに決定する。  

 

 

１４．閉会 

     午後４時００分 

 

以上会議の顛末を記録し、下記のとおり署名する。 

 

 


